
浜松市敬老会等開催費補助金交付要綱 

 （趣旨） 

第１条 市長は、多年にわたり社会に貢献してきた高齢者の長寿を祝うとともに高齢者の

地域社会への参加の推進や生きがいの充実を図ることを目的として、敬老の日を中心に

敬老会等を開催する自治会等（以下「自治会等」という。）に対し、予算の範囲内におい

て補助金を交付するものとし、その交付に関しては、浜松市補助金交付規則（昭和５５

年浜松市規則第１７号。以下、「規則」という。）及びこの交付要綱の定めるところによ

る。 

 （補助の対象及び補助額） 

第２条 補助の対象は、自治会等が敬老会等に要する経費とし、報償費、需用費、役務費、

委託料並びに使用料及び賃借料に充当する経費とする。ただし、交付団体先の運営に係わ

る人件費は補助の対象としない。 

２ 補助額は、次の各号に揚げる事項を全て満たす者（以下「対象者」という。）の数に

２，０００円を乗じて得られた額（記念品等の贈呈のみ行う場合にあっては、対象者の数

に１，５００円を乗じて得られた額）を上限とする。 

 (1) 当該年度の４月１日から、補助金交付申請時若しくは８月１日（８月１日が土曜日

または日曜日である場合は直前の開庁日）のいずれか早い日までの間、本市の住民基本

台帳に記録され、自治会等に所属する者及び自治会等が認める者 

 (2) 当該年度中に７７歳以上となる者 

３ 自治会等は対象者の所属自治会調査結果に基づき、把握・調製した名簿により、開催

案内や記念品の贈呈等の敬老会開催等に必要な事務を行うものとする。なお、名簿の取

り扱いについては浜松市個人情報保護条例（平成 16年 3月 23日浜松市条例第 28号）を
遵守しなければならない。

 （交付の申請） 

第３条 敬老会等開催費補助金の交付を受けようとする自治会等は、交付申請書（第１号

様式）に、事業計画及び収支予算書を添えて市長に申請するものとする。 

 （決定の通知） 

第４条 市長は、前条の規定により自治会等から補助金の申請があった場合は、速やかに

内容を審査し、交付決定通知書（第２号様式）により当該自治会等に通知する。ただし、

交付決定にあたっては、補助金の交付申請をした自治会等に市税の未納がないことを要

する。 

 （変更の承認申請） 

第５条 補助金の交付申請をした自治会等が、申請の内容を変更しようとするときは、変



更の事由が生じた日から１０日以内に、変更承認申請書（第３号様式）に、変更事業計

画及び変更収支予算書を添えて市長に提出しなければならない。 

 （変更の通知） 

第６条 市長は、前条の規定により自治会等から変更承認申請があった場合、その内容を

審査し、適当と認めたときは変更交付決定通知書（第４号様式）により通知するものと

する。 

 （完了の報告） 

第７条 決定の通知を受けた自治会等は、事業完了後３０日以内に、完了報告書（第５号

様式）に、事業実績報告及び収支決算書を添えて市長に報告しなければならない。 

 （補助金の確定通知） 

第８条 市長は、前条の規定により完了の報告があった場合、その内容を審査し適合する

と認めたときは、補助金の額を確定し、交付確定通知書（第６号様式）により当該自治

会等に通知する。 

 （請求の手続） 

第９条 前条の規定により補助金の確定通知を受けた自治会等は、通知書受領後３０日以

内に請求書（第７号様式）を市長に提出し、補助金の交付を請求するものとする。 

 （概算払の承認） 

第１０条 前条の規定にかかわらず、規則第１６条に規定する概算払いを必要とする自治

会等は、概算払いを要する日の３０日前までに、概算払承認申請書（第８号様式）に、

資金計画表（第９号様式）を添えて市長に提出しなければならない。 

２ 市長は、前項の規定により自治会等から概算払承認申請があった場合には、速やかに

内容を審査し、概算払決定通知書（第１０号様式）により当該自治会等に通知する。 

 （概算払の請求） 

第１１条 前条により概算払決定通知を受けた自治会等は、通知書の受領後１０日以内に、

概算払請求書（第１１号様式）により請求するものとする。 

   附 則 

１ この要綱は、平成２１年４月１日から施行し、平成２１年度の補助金に適用する。 

２ 第２条第２項第２号の定めにかかわらず、平成１７年７月合併前の旧浜松市、旧舞阪

町、旧雄踏町、旧水窪町内及び旧龍山村の区域内の自治会においては、平成２１年度中に

学年齢で７４歳以上となる者を対象とするものとする。 

   附 則



 この要綱は、平成２２年４月１日から施行し、平成２２年度の補助金に適用する。

   附 則

 この要綱は、平成２３年４月１日から施行し、平成２３年度の補助金に適用する。

   附 則

 この要綱は、平成２４年４月１日から施行し、平成２４年度の補助金に適用する。

 附 則

１ この要綱は、平成２４年７月９日から施行する。

２ この要綱の施行の日（以下「施行日」という。）の前日において出入国管理及び難民認

定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する

特例法の一部を改正する等の法律（平成２１年法律第７９号）第４条の規定による廃止

前の外国人登録法（昭和２７年法律第１２５号。以下「旧外国人登録法」という。）に基

づき本市の外国人登録原票に登録されていた者であって施行日から引き続き住民基本台

帳法（昭和４２年法律第８１号）に基づき本市の住民基本台帳に記録されているものに

対する改正後の第２条第２項第２号の規定の適用については、当該外国人登録原票に施

行日の前日まで引き続き登録されていた期間を同号に規定する期間に通算する。

   附 則

 この要綱は、平成２５年４月１日から施行し、平成２５年度の補助金に適用する。

   附 則

 この要綱は、平成２６年４月１日から施行し、平成２６年度の補助金に適用する。

   附 則

 この要綱は、平成２７年４月１日から施行し、平成２７年度の補助金に適用する。

   附 則

 この要綱は、平成２８年４月１日から施行し、平成２８年度の補助金に適用する。

   附 則

 この要綱は、平成２９年４月１日から施行し、平成２９年度の補助金に適用する。

附 則

 この要綱は、平成３０年４月１日から施行し、平成３０年度の補助金に適用する。

附 則

 この要綱は、平成３１年４月１日から施行し、平成３１年度から令和２年度までの補助

金に適用する。

附 則

１ この要綱は、令和３年４月１日から施行し、令和３年度から令和５年度までの交付金

に適用する。 

２ この要綱の施行の際、現に従前の規定により調製した用紙がある場合は、なお当分の

間使用することができる。

附 則

 この要綱は、令和６年４月１日から施行し、令和６年度から令和８年度までの交付金に

適用する。


